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〔開会 午前１０時００分〕 

議長（三鬼和昭議員） これより平成２１年第３回尾鷲市議会定例会を開会いたしま

す。 

 開会に当たり、市長よりごあいさつがあります。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） 皆様、おはようございます。 

 議員の皆様には大変お忙しい中、平成２１年第３回定例会にご出席を賜りまし

て、ありがとうございます。 

 提出議案につきましては、何とぞよろしくご審議をいただき、ご承認ください

ますようお願い申し上げます。 

 以上、簡単ではございますが、開会のあいさつとさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

議長（三鬼和昭議員） これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１６名であります。 

 よって、会議は成立いたしております。 

 最初に議長の報告ですが、お手元に配付の報告書は朗読を省略し、これより議

事に入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第１号により取り進めた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において１３

番、髙村泰德議員、１４番、濱口文生議員を指名いたします。 

 次に、日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、お手元に配付の会期日程表のとおり、本日から１０月８日

までの２５日間といたしたいと思います。 

 これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から１０月８日までの２５日間と決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第４２号「平成２１年度尾鷲市一般会計補正予算（第７
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号）の議決について」から、日程第１１、議案第５０号「平成２０年度尾鷲市水

道事業会計決算の認定について」までの計９議案を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました９議案は、朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を

求めます。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） 平成２１年度第３回定例会の開会に当たり、議案についてのご

説明に先立ちまして、当面する諸課題の現況説明及び市政の要点を申し述べ、議

員各位並びに市民の皆様の深いご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 初めに、今月６日に実施いたしました平成２１年度尾鷲市総合防災訓練につき

ましては、地域住民が災害対策の主役であるとの観点から、緊急地震速報による

危険回避行動の実践、津波からの避難、家族との安否確認など、災害発生時にお

ける初動対応の確認を目的として、幅広い層が参加いただけるよう実施いたしま

したところ、自主防災組織７０組織、約２,５００名の方が訓練に参加していた

だき、無事終了することができました。また、各関係機関におかれましては、独

自の企画による初動対応訓練を実施していただき、尾鷲海上保安部など２６機関、

約１,０００名の参加をいただきました。残暑の厳しい中、早朝よりご参加いた

だきました自主防災組織を始め各関係機関、市民の皆様方に対しましては厚く御

礼を申し上げます。 

 まず、水産振興についてであります。 

 近年、水産資源の保護・培養や水質浄化等の広域的機能の発揮を支える役割を

担っていた藻場や干潟が、地球温暖化や海水の富栄養価などの海洋環境の変化に

よって、その機能の低下が懸念されています。また、水産業及び漁村の有する多

面にわたる機能が、将来にわたって適切かつ十分に発揮されるようにするために

は、藻場、干潟の維持管理等の沿岸域の環境・生態系を守るための取り組みが水

産資源の生育環境の改善や水産資源の回復に必要であります。このため、国にお

きましては、藻場、干潟の維持管理等、環境・生態系保全を行う組織を支援する

ため、環境・生態系保全活動支援事業が創設されました。この事業は、漁業者を

中心とした地域ぐるみの組織が藻場や干潟などの機能の維持・回復を図るため、

効果の高い保全活動に取り組む組織活動に対し、５年間交付金を交付し、支援を

行っていくものであります。 

 本市におきましては、この事業の活用により、早田地区において早田漁協を中
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心に地域協議会を組織し、磯焼けした磯のウニ駆除や母藻の設置などを行うこと

により、早田湾の魚介類の産卵場や稚魚・稚貝の育成場としての藻場機能の維

持・回復を図り、漁獲量の増加につなげてまいります。また、曽根地区におきま

しても、曽根浦漁協を中心に地域協議会を組織し、アサリなどの二枚貝やゴカイ

などの底生生物が陸から流れ込む有機物を分解するなど、水質浄化機能を有して

いることから、古川河口の耕うんやアサリの放流などにより、賀田湾の干潟機能

の維持・回復を図ってまいります。 

 次に、福祉施策についてであります。 

 国におきましては、現下の経済不況から国民全体の個人所得が減少しているこ

とにかんがみ、昨年度に臨時の措置として子育て応援特別手当を実施しましたが、

今年度も昨年度同様、１人当たり３万６,０００円とし、その対象者を小学校就

学前３年間に属する第１子の子供に拡大して実施されます。これを受け、本市に

おきましても、国の定める子育て応援手当交付金支給要領に基づき、順次進めて

まいります。 

 次に、新型インフルエンザ対策についてであります。 

 厚生労働省は、去る８月２８日に新型インフルエンザによる国内の患者数は年

内に約２,５００万人、人口の２０％に達するとの推計罹患率に基づく流行シナ

リオを発表したところです。患者のうち、入院率は１.５％で約３８万人が入院

治療を要し、そのうち約４万人が重症化になると予想されており、今月下旬には

ピーク時を迎え、その時点においては１日７６万人が発症する見通しであるとし

ています。 

 このような中、三重県におきましても新型インフルエンザ患者数は次々と確認

されてきており、地域においては休校、学年閉鎖を余儀なくされているところも

あらわれています。本市におきましても、発症者がいつ出てもおかしくない状況

となっており、今月１日、尾鷲市新型インフルエンザ対策本部を再び発足させ、

全国の集団発生状況及び県内のインフルエンザ患者の保健所への届け出状況等に

ついて、情報共有を行うとともに、流行に備え、各部局が緊密に連携し、迅速な

対応がとれるよう指示したところであります。また、市民の皆様方に正しい知識

に基づいた冷静な対応をしていただくよう、インフルエンザの感染予防に向けた

啓発を行っていくことを確認し、早速、防災行政無線、ホームページを利用した

啓発をするとともに、広報紙での周知を図っております。 

 いずれにいたしましても、全市民を対象に感染予防のための基本メッセージ、
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手洗い、うがい、罹患した際のせきエチケットや外出自粛などを呼びかけるとと

もに、基礎疾患等をお持ちの方にインフルエンザ様症状が生じた際の早期受診・

早期治療を促していくなど、積極的に広報活動を展開してまいりたいと考えてい

ます。 

 次に、環境施策についてであります。 

 まず、ごみ処理についてでありますが、本市の清掃工場は、平成３年に稼働し

て以来、既に１８年が経過しています。そのため、工場の補修工事等に多額の費

用を要しておりますが、日々の市民生活において欠くことのできない施設であり

ます。清掃工場は２基の焼却炉を設置しており、１号炉の火格子については、平

成１９年度に大規模な改修を行っていますが、２号炉の火格子は、平成９年度に

中間部分の一部を取りかえているものの、大半が平成３年度に設置した当初のま

まの状態であり、減肉や破損などの劣化が極端に進んだ状況になっています。 

 焼却炉の火格子は、４５０個のグレートバーと３２個のサイドプレートから構

成されており、グレートバーの裏側には一次空気を通過させる通路を迷路上に設

けており、火格子の冷却と燃焼用の一次空気の余熱を同時に行う構造になってお

ります。また、グレートバーの先端側面ノズルから一次空気を高速で噴出し、常

に均一な空気を炉内に供給することで、ごみをむだなく燃焼させることができま

す。しかし、現状の火格子の状況では、空気を安定的に供給することは極めて困

難であり、不完全燃焼が発生しやすい状況になっています。炉内の燃焼が安定し

ない状態で排ガスを制御することは不可能に近いことから、２号炉を全面的に改

修すべく、グレートバー及びサイドプレートの全数を取りかえるための工事を実

施いたします。この取りかえ工事により、ごみ処理量の安定化を図るとともに、

市民生活の安全と安心を確保してまいりたいと考えております。 

 次に、レジ袋の有料化についてであります。 

 先月１１日に紀北管内の３事業所と三重県地球温暖化防止活動推進センター、

三重県、紀北町、本市との間で協定締結式をとり行い、９月１日から３店舗で実

施されていますが、事前の周知キャンペーンなどの効果もあって、比較的スムー

ズにレジ袋の有料化が進み、マイバッグを持参される方が多くなってきています。

この取り組みを管内に広く展開していくため、市民の皆様に深いご理解を求めな

がら、各事業所に協賛を呼びかけるなど、積極的に広報活動に努めてまいりたい

と考えております。 

 次に、防災対策についてであります。 
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 今月の２９日から１０月１日におきまして、陸上自衛隊中部方面隊が実施する

東南海・南海地震対処演習が、和歌山県、高知県、三重県など５県で実施されま

す。この訓練は、孤立地域への救出支援を目的としていることから、災害時にお

いて孤立することが懸念される本市においても重要であるものと認識し、部隊の

受け入れ、移送訓練など、東紀州防災拠点施設（ヘリポート）を中心とした訓練

に参加するとともに、今後も自衛隊とのさらなる連携強化に努めてまいります。 

 また、近年、台風、集中豪雨などにより、全国各地で土砂災害や水害が発生し、

多くのとうとい人命が失われています。日本でも有数の豪雨地帯であり、また台

風の常襲地帯でもある本市にとりましても、過去における風水害からの教訓を将

来に伝えることが減災への一助になるものと思っております。このことか

ら、１０月２日に三重県との協働により、「伊勢湾台風５０年事業」と題して、

群馬大学工学部片田敏孝教授をお迎えし、風水害に対する防災講演会を開催いた

します。 

 次に、学校施設の耐震化についてであります。 

 学校施設の耐震化につきましては、第２回定例会の公共施設耐震問題特別委員

会におきまして、義務教育施設耐震化基本計画をお示しさせていただきました。

本計画は、学校施設が児童・生徒の学習・生活の場として、また、災害時には地

域住民の緊急避難場所としての役割や機能を担っていることを踏まえ、平成２５

年度末までにすべての非木造校舎及び体育館の耐震化を完了させたいとの思いか

ら、本市の財政状況や地震防災対策特別措置法の支援なども考慮し、策定したも

のであります。 

 本年度におきましては、まず生徒、近隣住民の方々の安全を最優先に配慮し、

老朽化の著しい尾鷲中学校第１棟校舎の解体に着手いたします。また、向井小学

校の管理教室棟校舎の耐震化につきましては、本計画の策定に当たり、５年間に

おける一般財源充当可能額を精査した上で、国の補助基準の範囲内での耐震補強

工事が可能であるとの考えから、平成２２年度完成を目指すべく耐震補強工事の

設計に着手いたします。 

 次に、学校における新型インフルエンザ対策につきましては、尾鷲市教育委員

会新型インフルエンザ対応マニュアル及び三重県教育委員会インフルエンザ・ク

ラスターサーベイランス（集団内における監視体制）による対応を行っておりま

す。９月３日に開催したインフルエンザ対策の臨時校長会の場において、手洗い、

うがいの励行、及びせきエチケットの徹底を促すとともに、当分の間、風邪によ
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る欠席者数の報告等を行うよう、各幼小中学校に指示をいたしました。また、イ

ンフルエンザ様症状が１クラス２名以上発症した場合には、学校医と相談を行い、

その結果については速やかに教育委員会へ報告するよう指示を出しております。 

 なお、これらのすべての情報は教育委員会、保健所、学校医が共有することに

なっており、今後、さらなる連携の強化を図ることにより、インフルエンザ感染

予防及び拡大の防止に努めたいと考えています。 

 続きまして、今回提案しております議案第４２号「平成２１年度尾鷲市一般会

計補正予算（第７号）の議決について」及び議案第４３号「平成２１年度尾鷲市

水道事業会計補正予算（第１号）の議決について」の２議案についてご説明いた

します。 

 それでは、お手元に配付の一般会計補正予算（第７号）主要事項説明の１ペー

ジをごらんください。 

 今回の補正予算計上額は、予算集計表に記載のとおり、一般会計で３

億２,１０２万４,０００円、水道事業会計で４５７万２,０００円をそれぞれ追

加し、これにより各会計を含めた予算総額を１８３億５,８０３万９,０００円と

するものであります。 

 まず、一般会計からご説明いたします。 

 ２ページをごらんください。 

 歳入の概要につきましては、１３款国庫支出金は６,１７０万円の増額です。

これは、平成２１年度版・子育て応援特別手当１,６４６万６,０００円、市道梅

ノ木谷線改良事業委託金１,０００万円、地域活性化・経済危機対策臨時交付

金２,３７５万２,０００円などによるものであります。 

 １４款県支出金は、４,２４４万５,０００円の増額です。これは、介護基盤緊

急整備特別対策事業等補助金２,６２５万円、美しい森づくり基盤整備事業交付

金３０１万８,０００円及び港湾改修事業地元負担金に係る地域活性化・公共投

資臨時交付金６００万円が主なものであります。 

 １６款寄附金は、１６万９,０００円の増額です。これは、ふるさと納税寄

付１件１０万円と一般寄付１件６万９,０００円によるものです。 

 １７款繰入金は、２億８７０万７,０００円の増額です。これは、平成２０年

度において国の第２次補正で交付された地域活性化・生活対策臨時交付金の３割

を公共施設等基金に積み立てていた３,５４２万８,０００円を尾鷲中学校危険校

舎解体工事に充当するための繰り入れと、今回の補正予算財源として財政調整基
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金から１億７,３２７万９,０００円を繰り入れするものであります。 

 １９款諸収入は、６５０万３,０００円の増額です。これは、尾鷲市地域公共

交通活性化協議会受託事業収入４５５万６,０００円が主なものであります。 

 ２０款市債は、港湾整備事業費の増加に伴う港湾整備事業債１５０万円の増額

であります。 

 次に、歳出であります。 

 ３ページをごらんください。 

 各款別の補正額は一覧表に記載のとおりです。このうち主なものについて次の

ページでご説明いたします。 

 ４ページをごらんください。 

 まず、議会費ですが、議会運営経費では、市議会だよりを発行するための印刷

製本費４６万円を計上しています。 

 次に、総務費ですが、財産管理費では、基金積立金で寄附金を財政調整基金

に５万円、地域福祉基金に１２万円を積み立てるものであります。 

 企画費では、本年７月からふれあいバスの実証運行を実施しておりますが、地

域住民の生活に密着したバス路線を構築するため、住民アンケートを実施する経

費として１００万４,０００円を計上しています。なお、この事業は、緊急雇用

創出事業臨時特例基金を活用するものです。 

 人権・男女共同参画費は、県からの受託事業として、人権講演会等の経費とし

て５０万４,０００円を計上しています。 

 民生費では、社会福祉総務費で、離職者の住宅及び就労機会の確保に向けた支

援を行う住宅手当緊急特別措置事業として１０３万６,０００円の計上でありま

す。 

 老人福祉費では、老人福祉一般事務費で、聖光園ナースコール設備修繕

料１８７万１,０００円、老人福祉施設援護事業で、特定非営利活動法人あいあ

いのグループホーム増設に対して、県補助金の介護基盤緊急整備特別対策事業等

補助金２,６２５万円を交付するものです。 

 児童福祉総務費では、平成２１年度版・子育て応援特別手当１,６４６

万６,０００円の計上であります。 

 児童措置費６７３万４,０００円の増額は、保育所事業で、南輪内保育園アス

ベスト除去工事期間中の仮園舎として使用する輪内中学校の改修工事費３６４

万６,０００円が主なものであります。 
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 生活保護総務費では、生活保護一般事務費で１,２８２万４,０００円の増額で

す。これは、生活保護システムを導入するための委託料９５７万円が主なもので

あります。 

 衛生費では、塵芥処理施設費で、清掃工場２号炉改修工事費として１

億５,３３０万円を計上しております。これには地域活性化・経済危機対策臨時

交付金２,２７５万２,０００円を充当いたします。 

 ５ページをごらんください。 

 斎場管理費で、斎場控室の空調設備修繕料３５万７,０００円を計上しており

ます。 

 農林水産業費では、農地費で向井地内農業用水路修繕料４０万円、林業用振興

費で、高齢林整備間伐促進事業補助金として森林組合おわせに３０１

万８,０００円、水産振興費で、早田、曽根地区で漁業者を中心とした地域ぐる

みの組織が実施する藻場再生事業、干潟再生事業に環境・生態系保全活動支援事

業負担金７５万円を計上しております。 

 次に、商工費です。商工振興費で、消費者相談窓口対策として消費者行政活性

化事業１６１万８,０００円を計上しております。 

 土木費では、道路新設改良費で、市道梅ノ木谷線道路改良工事費１,０００万

円の計上であります。 

 港湾管理費では、港湾改修事業地元負担金７５０万円の増額です。なお、この

事業は、地域活性化・公共投資臨時交付金を活用するものであります。 

 次に、教育費では、学校管理費（小学校費）で、向井小学校耐震補強設計委託

料２４７万７,０００円、教育振興費（小学校費）で、三木小学校が地域間交流

を推進するための豊かな体験活動推進事業７９万１,０００円、学校管理費（中

学校費）は、尾鷲中学校危険校舎解体工事費５,９１８万７,０００円を計上し、

事業費の一部に平成２０年度に交付され、公共施設等基金に積み立てておりまし

た地域活性化・生活対策臨時交付金を充当いたします。 

 公民館費は、中央公民館耐震診断業務委託料２０７万７,０００円を計上し、

事業費の一部に地域活性化・経済危機対策臨時交付金を充当いたします。 

 ６ページをごらんください。 

 次に、債務負担行為補正についてご説明いたします。 

 新財務会計システム借上料は、現在、使用しているシステムの借り入れ期間満

了となるために、新たに期間を平成２２年度から平成２７年度まで、限度額
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を３,５００万円とするものです。次に、可燃ごみ収集運搬業務委託料も委託期

間が満了するため、期間を平成２２年度から平成２４年度まで、限度額を１

億２,４５２万円とするものです。次に、クリーンセンター施設運転保守管理包

括業務委託料は、期間を平成２２年度から平成２４年度まで、限度額を３

億１,７７８万５,０００円とする３件の債務負担をお願いするものであります。 

 続きまして、企業会計についてご説明いたします。 

 ７ページをごらんください。 

 水道事業会計であります。 

 収益的収入及び支出の支出で、営業費用４８０万円を増額し、営業外費用

で２２万８,０００円を減額し、合計で４５７万２,０００円を増額するものです。 

 以上をもちまして、「平成２１年度尾鷲市一般会計補正予算（第７号）案」な

ど２議案の説明とさせていただきます。何とぞよろしくご審議いただき、ご承認

賜りますようお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第４４号「平成２０年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定

について」から議案第４８号「平成２０年度尾鷲市公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」につきましては、地方自治法第２３３条第３項の規定

により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであり、５議案につき

ましては、会計管理者から説明させます。 

 議案第４９号「平成２０年度尾鷲市病院事業会計決算の認定について」につき

ましては、病院事務長から、議案第５０号「平成２０年度尾鷲市水道事業会計決

算の認定について」につきましては、水道部長からそれぞれ説明させますので、

よろしくお願い申し上げます。 

議長（三鬼和昭議員） 会計管理者兼出納室長。 

〔会計管理者兼出納室長（湯浅英男君）登壇〕 

会計管理者兼出納室長（湯浅英男君） それでは、議案第４４号「平成２０年度尾鷲

市一般会計歳入歳出決算の認定について」から議案第４８号「平成２０年度尾鷲

市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」まで、計５議案につき

まして、お手元の平成２０年度尾鷲市一般会計・特別会計歳入歳出決算主要説明

書に基づき、それぞれの決算概要をご説明いたします。 

 １ページをごらんください。 

 この表は、一般会計及び特別会計の決算総括表であります。 

 各会計別に見てみますと、一般会計では歳入歳出とも予算現額は同額の９６
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億５,９９０万４,０００円に対し、歳入決算額は８９億４,４０２万８,８５３円

で、予算現額に対する収入率は９２.５％となっております。歳出決算額は８８

億６,１６０万４,８０２円で、執行率は９１.７％であります。歳入歳出差引残

額は８,２４２万４,０５１円となっております。 

 次に、国民健康保険事業特別会計でございますが、歳入歳出とも予算現額は同

額の３０億８,３４５万４,０００円に対し、歳入決算額は２９億９,４０８

万９,００５円で、９７.１％の収入率であります。歳出決算額は２９

億２,９５０万６,０７９円で、執行率は９５.０％であります。歳入歳出差引残

額は６,４５８万２,９２６円となっております。 

 老人保健医療事業特別会計は、歳入歳出とも予算現額は同額の３億４６３

万 ３ ,０ ０ ０ 円 に 対 し 、 歳 入 決 算 額 は ３ 億 ２ ,８ ５ ６ 万 ２ ,６ ４ ６ 円

で、１０７.８％の収入率であります。歳出決算額は３億１６０万６６６円で、

執行率は９９.０％、歳入歳出差引残額は２,６９６万１,９８０円となっており

ます。 

 後期高齢者医療事業特別会計は、歳入歳出とも予算現額は同額の４

億９,７２１万１,０００円に対し、歳入決算額は４億８,８１５万３,４７６円

で、９８.１％の収入率であります。歳出決算額は４億８,０６１万３,６１０円

で、執行率は９６.６％、歳入歳出差引額は７５３万９,８６６円となっておりま

す。 

 公共下水道事業特別会計は、歳入歳出とも予算現額は同額の２７６

万６,０００円に対し、決算額は歳入歳出とも同額の２７６万５,０７０円で、歳

入歳出差引残額はゼロ円であります。 

 以上、平成２０年度の決算総額は、総合計額のとおり、歳入歳出とも予算現額

は同額の１３５億４,７９６万８,０００円に対し、歳入決算額は１２７

億５,７５９万９,０５０円で、９４.１％の収入率であります。歳出決算額

は１２５億７,６０９万２２７円で、執行率は９２.８％であります。歳入歳出差

引残額は１億８,１５０万８,８２３円となります。 

 次に、２ページをごらんください。 

 実質収支額ですが、区分３の歳入歳出差引額から繰越明許費等の繰越額を差し

引いたものが実質収支額となりますが、本年度は一般会計に繰越明許費繰越

額３,１７８万８,０００円がありますので、これを差し引いた５,０６３

万６,０５１円がこの実質収支額となり、平成２１年度への繰越金となります。 
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 特別会計につきましては、区分４の翌年度へ繰越すべき財源がありませんので、

国民健康保険事業特別会計以下各特別会計の実質収支額は歳入歳出差引額と同額

で、記載のとおりであります。 

 それでは、一般会計歳入歳出決算からご説明申し上げます。 

 ３、４ページをごらんください。 

 この表は、一般会計の歳入款別決算額調でございます。各款別の主なものにつ

きましてご説明いたします。なお、この表の備考欄には、収入済額の平成１９年

度との比較増減額等を記載してありますので、ご参照ください。 

 第１款市税は、予算現額２４億８,２１６万９,０００円に対し、調定額は２９

億６,４８９万６,３５９円、収入済額は２５億１,０９９万８,６２８円で、前年

度と比較して１,２４６万４,６８２円の減収で、調定額の減額によるものであり

ます。明細は備考欄に記載のとおり、市民税個人分と軽自動車税を除く固定資産

税等が減少しています。不納欠損額は１５２件の４,２７２万１,６７２円で、前

年度と比較しまして７８６万４,８２５円の減額であります。この主な要因は、

前年度に引き続き執行停止後３年経過した法人の大口滞納額を計上したものの、

その額が小さくなったためであります。収入未済額は４億１,１１７万６,０５９

円で、前年度と比較しまして４,７００万８,２９４円の減額であります。収納率

は８４.６％で、前年度より１.４ポイント上昇しております。 

 第２款地方譲与税の収入済額は８,１７９万９,８８９円。 

 第３款利子割交付金の収入済額は１,１７０万５,０００円。 

 第４款配当割交付金の収入済額は４８２万７,０００円。 

 第５款株式等譲渡所得割交付金の収入済額は１６２万２,０００円。 

 第６款地方消費税交付金の収入済額は１億８,７８５万２,０００円。 

 第７款、自動車取得税交付金の収入済額は４,５４４万円で、それぞれの増減

については備考欄に記載のとおりであります。 

 第８款地方特例交付金の収入済額は２,４９５万１,０００円で、前年度と比較

しまして１,０９１万９,０００円の増額となりました。 

 次に、５、６ページをごらんください。 

 第９款地方交付税は、収入済額３１億４,２９８万５,０００円で、前年度と比

較して１億７,７６１万４,０００円の増額であります。要因は、地方交付税全体

が増加していますが、特に普通交付税の増加が大きなものであります。 

 第１０款交通安全対策特別交付金の収入済額は３７５万４,０００円でありま
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す。 

 第１１款分担金及び負担金の収入済額は１億４,０４３万８,７４５円で、前年

度と比較しまして４７２万２,７８６円の減額であります。主な要因は民生費負

担金の減額によるものであります。収入未済額は５４３万５,３００円で、これ

はすべて保育所の保育料未納分であります。 

 第１２款使用料及び手数料の収入済額は１億９０６万３４１円で、前年度と比

較して９８万５０３円の減額であります。主な要因は衛生手数料のし尿処理手数

料の減額であります。不納欠損額は２２件の１２万７,２００円で、し尿処理手

数料であります。収入未済額は４６７万６,５００円で、主に市営住宅使用料及

びし尿処理手数料であります。 

 第１３款国庫支出金の収入済額は７億４,１６８万９,７５５円で、前年度と比

較して９,０７４万２,６２４円の増額であります。主な要因は総務費国庫補助金

で、緊急経済対策関係の補助金に係る増額によるものです。 

 第１４款県支出金の収入済額は５億１,８９６万４,８３１円で、前年度と比較

して１億５,０７７万８,０８３円の減額であります。主な要因は、前年度の商工

費県補助金での発電用施設周辺地域振興事業補助金が本年度はなくなったことに

よるものでございます。 

 第１５款財産収入の収入済額は１億４,４３８万６,０６９円で、前年度と比較

して７,１９１万５,４０６円の増額となっております。主な要因は不動産売払収

入の増額であります。 

 次に、７、８ページをごらんください。 

 第１６款寄附金の収入済額は６９０万９,５７０円で、前年度と比較し

て２７０万５,０９３円の減額であります。前年度との比較は備考欄に記載のと

おりであります。 

 なお、一般寄附金の中で、ふるさと納税の分は８件の４９万円です。 

 第１７款繰入金の収入済額は３億３,１６８万８,７９２円で、前年度と比較し

て１億９,５７１万８,３８１円の減額であります。これは、主に退職手当基金繰

入金等の減額と老人保健医療事業会計繰入金の増額との相殺によるものでありま

す。明細は備考欄に記載のとおりであります。 

 第１８款繰越金の収入済額は２億６３６万９,３４５円で、前年度からの繰越

金でございます。 

 第１９款諸収入の収入済額は２億４,７０８万６,８８８円で、前年度と比較し
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て１億７,０１９万４,３８３円の減額であります。主な要因は、前年度の雑入で

の株式会社クボタからの尾鷲市クリーンセンター建設工事入札談合事件に伴う独

占禁止法違反による損害賠償金によるものがなくなったことによるものでありま

す。収入未済額は２６１万７,４８５円で、そのうち１０６万５,０００円が奨学

資金貸与金返還分で、生活保護法第６３条及び第７８条による返還金分６２

万４,７０７円と児童手当返還金４０万円などであります。 

 第２０款市債の収入済額は４億４,１５０万円で、前年度と比較して２

億３,７２０万円の減額であります。科目別の詳細は備考欄のとおりですが、主

な要因は農林水産業債や商工債の温浴施設整備事業債等の減額によるものです。 

 繰越明許費の収入済額は４,０００万円で、前年度と比較して１億３,３４４

万６,１００円の減額であります。繰越明許費は国庫支出金で地域介護・福祉空

間整備等交付金であります。 

 歳入合計は、予算現額９６億５,９９０万４,０００円、調定額９４

億１,０７８万３,０６９円、収入済額８９億４,４０２万８,８５３円で、前年度

と比較して６億５,８８２万２,８０８円の減額、率にして６.８％の減少でござ

います。不納欠損額は４,２８４万８,８７２円、収入未済額は４億２,３９０

万５,３４４円であります。なお、収入未済額の大半は市税であります。予算現

額対し収入済額は７億１,５８７万５,１４７円の減額で、収入率は９２.５％、

収納率は９５.０％であります。 

 以上、３ページから８ページまでの歳入の主要部分をご説明いたしましたが、

参考までに、予算現額と収入済額との比較で、各節の増減額５０万円以上のもの

につきましては、その主な理由を３７ページから４７ページにかけて掲げてあり

ますのでご参照ください。 

 次に、９、１０ページをごらんください。 

 歳出款別決算額調であります。 

 歳入同様、主なものにつきましてご説明いたします。 

 なお、この表の備考欄には、支出済額の平成１９年度との比較増減等を記載し

てありますのでご参照ください。 

 第１款議会費は、支出済額１億３,３０９万４,１４４円で、前年度と比較しま

して６５９万５,６９６円の減額となっております。議員報酬等及び議会運営経

費の減によるものであります。執行率は９８.９％であります。 

 第２款総務費は、支出済額１７億３,６２４万９,８３６円で、前年度と比較し
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て１,８７３万２,１３０円の減額であります。減額となった主な要因は、備考欄

に記載のとおり、財産管理費及び防災費等の増額と選挙費等の減額との相殺によ

るものであります。翌年度繰越金３億６,６５７万１,０００円は、定額給付金給

付事業に係る分であります。執行率は８１.３％となっています。 

 第３款民生費は、支出済額２５億６,８４３万５,５４８円で、前年度と比較し

て３,６９８万１,３２４円の増額であります。この主な要因は、後期高齢者医療

費等の増額と老人医療費等の減額との相殺によるものであります。翌年度繰越

額７８７万９,０００円は、子育て応援特別手当事業の分であります。執行率

は９８.４％となっております。 

 第４款衛生費は、支出済額１１億４,３６４万６,６１２円で、前年度と比較し

て１億４,３３８万３,０９６円の減額であります。この主な要因は、塵芥収集費

等の増額と塵芥処理施設費等の減額との相殺によるものであります。翌年度繰越

額４,３８６万８,０００円、塵芥処理施設維持補修事業ほか１事業に係るもので

あります。執行率は９４.９％でございます。 

 次に、１１、１２ページをごらんください。 

 第５款農林水産業費は、支出済額２億９,９６４万３,２８７円で、前年度と比

較して１億５６４万２,３９２円の減額であります。主な要因は、農地費や水産

振興費等の減額と林業振興費等の増額との相殺によるものです。翌年度繰越

額３,３９３万４,０００円は、地域住宅モデル普及推進事業ほか３事業に係る分

であります。執行率は８８.７％であります。 

 第６款商工費は、支出済額１億８,５２２万１０円で、前年度と比較して２

億２,１２２万３,２２６円の減額であります。主な要因は、１９年度の地域振興

ゾーン整備事業完成に伴う観光費の減額によるものであります。執行率

は９８.８％となっています。 

 第７款土木費は、支出済額４億３,２０３万４,９６２円で、前年度と比較し

て１億２６万９,７１２円の増額であります。この主な要因は、道路新設改良費

等の増額と街路事業費等の減額との相殺によるものです。翌年度繰越額２

億２,９５７万９,０００円は、市道梅ノ木谷線道路改良事業ほか３事業に係る分

であります。執行率は６４.９％であります。 

 第８款消防費は、支出済額５億８,５２５万６,０２３円で、前年度と比較し

て２,１１６万８９７円の減額であります。この主な要因は、消防施設費等の増

額と常備消防費の減額との相殺によるものであります。執行率は９９.３％とな
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っています。 

 次に、１３、１４ページをごらんください。 

 第９款教育費は、支出済額７億６,５９０万６,３７７円で、前年度と比較し

て１,３５７万４,４９３円の増額であります。この主な要因は、事務局費におけ

る学校耐震化整備事業等の増額と小学校における学校管理費の人件費等の減額と

の相殺によるものであります。執行率は９８.８％となっております。 

 第１０款災害復旧費は、支出済額２,３８０万１,３５０円で、前年度から皆増

であります。執行率は９８.８％となっております。 

 第１１款公債費は、支出済額９億４,８３１万６,６５３円で、前年度と比較し

まして１,７８７万９,５６４円の増額であります。これは、償還元金の増額と償

還利子の減額との相殺であります。執行率は９９.８％となっています。 

 第１２款予備費は、９款教育費の社会教育費へ１５８万７,０００円充当して

おります。 

 繰越明許費は、支出済額４,０００万円で、地域介護・福祉空間整備事業補助

金の分です。執行率は１００％であります。 

 次に、歳出合計を見ていただきますと、予算現額９６億５,９９０万４,０００

円に対し、支出済額は８８億６,１６０万４,８０２円で、前年度と比較して５

億３,４８７万７,５１０円の減額となり、率にして５.６％の減少となります。

翌年度繰越額は６億８,１８３万１,０００円、不用額は１億１,６４６

万８,１９８円で、執行率は９１.７％となっております。 

 なお、この一般会計歳出の不用額でございますが、各節で５０万円以上生じた

ものにつきましては、その主な理由を４１ページから４４ページにかけて掲げて

ありますのでご参照ください。 

 次に、１５ページをごらんください。 

 これは、一般会計の歳入決算額を円グラフであらわしたものでございます。構

成比率の高い順から記載してあります。第１位は地方交付税で３５.１％、第２

位は市税で２８.１％、第３位は国庫支出金の８.３％で、第４位以降の順位につ

きましては記載のとおりでございます。なお、括弧内の数字は、前年度の構成比

であります。 

 次に、１６ページの歳出でございますが、第１位は民生費の２９.０％、第２

位は総務費の１９.６％、第３位は衛生費の１２.９％で、第４位以降の順位につ

きましては記載のとおりでございます。 
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 １７ページをごらんください。 

 この表は、一般会計の歳出決算額を性質別に分類し、前年度と比較したもので

ございます。決算額の合計８８億６,１６０万５,０００円のうち、義務的経費

は４１億８,１４０万８,０００円で、全体の４７.２％を占めています。前年度

と比較しまして１,５６０万６,０００円の減額であります。このうち人件費

は１７億８,３８３万５,０００円で、構成比は第１位の２０.１％、決算額は前

年度と比較しまして４,２８３万２,０００円の減額であります。扶助費は１４

億４,９２５万６,０００円で、構成比率は１６.４％、前年度と比較しまし

て９３４万６,０００円の増額です。公債費は９億４,８３１万７,０００円で、

構成比は１０.７％、決算額の前年度比較では１,７８８万円の増額です。 

 投資的経費は７億８,６７７万３,０００円となり、構成比は８.９％です。普

通建設事業費は７億６,２９７万２,０００円で、災害復旧事業費は２,３８０

万１,０００円です。普通建設事業費の事業内容は、１８ページの事業明細表の

とおりであります。 

 次に、その他の経費でございますが、３８億９,３４２万４,０００円で、前年

度と比較して４,６１６万９,０００円の減額で、構成比率は全体の４３.９％で

あります。 

 なお、この性質別経費を円グラフであらわしたものが１８ページに掲載してあ

ります。 

 次に、１９、２０ページをごらんください。 

 この表は、平成５年度から国保・老人保健・後期高齢・公共下水など各特別会

計への繰出金と、病院及び水道の企業会計並びに消防・広域連合等の一部事務組

合への負担金についての支出状況をまとめたものであります。 

 下欄の平成２０年度の欄をごらんください。 

 国保・老人保健・後期高齢・公共下水など各特別会計への繰出金はそれぞれ記

載のとおりで、計５億３,８５９万３,０００円であります。一方、病院及び水道

の企業会計並びに消防・広域連合等の一部事務組合への負担金は１１

億５,８３４万１,０００円であります。 

 繰出金と負担金の合計は１６億９,６９３万４,０００円で、これを前年度と比

較しますと１,４１９万５,０００円の増額となります。 

 一般会計決算の概要説明は以上であります。 

 続きまして、２１、２２ページをごらんください。 
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 この表は、国民健康保険事業特別会計の歳入款別決算額調であります。 

 款別に主な科目を見てみますと、第１款国民健康保険税は、収入済額５

億２,８８４万４,５５７円で、前年度と比較して１億６,０３０万８,７５２円の

減収であります。この主な要因は、後期高齢者医療事業の新規増設による被保険

者の減少に伴う税収への影響であります。明細は備考欄に記載のとおりでありま

す。不納欠損額は１１３件の２,７６２万３,２１８円で、前年度と比較しまし

て１９４万６,１６３円の減額であります。収入未済額は２億５,５１６万７２８

円で、前年度より３,７２４万５９６円減少しております。収入率は１０１.１％、

収納率は６５.１％であります。前年度より３ポイント減少しております。 

 次に、第２款国庫支出金の収入済額は５億４,３４０万４,６９９円で、前年度

と比較しまして２億５,４６４万８,０１６円の減額であります。この主な要因は、

昨年度までありました老人保健分に対する療養給付費等負担金の減額と財政調整

交付金の減額が大きく占めております。 

 第３款療養給付費等交付金は、収入済額２億６,９６３万５,０００円で、前年

度と比較して４億７,０２８万２,６３０円の減額で、この主な要因は、退職者医

療制度の廃止に伴う療養給付費等交付金の減額によるものです。 

 第４款前期高齢者交付金は、収入済額９億７,１４１万７,７３７円で、この款

は制度改正に伴う新規の分であります。 

 第５款県支出金は、収入済額９,９１３万３,３９５円で、前年度と比較し

て２,４３４万７１４円の減額であります。この主な要因は、財政調整交付金の

減額が大きく占めております。 

 第６款共同事業交付金は、収入済額２億７,１０７万１,０６６円で、前年度と

比較して２,１７４万８,４６７円の減額であります。主な要因は、保険財政共同

安定化事業交付金の減額によるものです。 

 第７款財産収入は記載のとおりであります。 

 第８款繰入金は、収入済額１億７,４２０万３３７円で、前年度と比較しまし

て２億３,１２８万８,７８０円の減額であります。明細は備考欄に記載のとおり

であります。 

 次に、２３、２４ページをごらんください。 

 第９款繰越金は、前年度から繰越金１億２,８６９万２,００４円であります。 

 第１０款諸収入は、収入済額７５６万７,２１０円で、主に交通事故等に係る

納付金や保険税延滞金の収入であります。前年度と比較しまして５９
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万６,７４５円の増額であります。 

 歳入合計は、予算現額３０億８,３４５万４,０００円、調定額３２

億７,６８７万２,９５１円、収入済額２９億９,４０８万９,００５円、不納欠損

額は２,７６２万３,２１８円、収入済額２億５,５１６万７２８円であります。

収入率は９７.１％、収納率は９１.３％となっております。 

 ２５、２６ページをごらんください。 

議長（三鬼和昭議員） もう少しゆっくり説明してください。 

会計管理者兼出納室長（湯浅英男君） 次に、歳出款別決算額調であります。 

 第１款総務費は、支出済額６,４８４万２,７５３円で、前年度と比較しまし

て３８７万３,３１１円の増額であります。この主な要因は、一般管理費の増額

と賦課徴税費等の減額との相殺によるものであります。執行率は９４.０％であ

ります。 

 第２款保険給付費は、支出済額１８億８,１８９万５,３３５円で、支出総額

の６４.２％を占めております。 

（「議長、言うても何も変わらへんのですわ。もうちょっとゆっくり言えんの」

と呼ぶ者あり） 

会計管理者兼出納室長（湯浅英男君） はい。 

 前年度と比較して２,５２８万２５３円の減額であります。この主な要因は、

療養諸費における一般療養給付費の増額と退職分療養給付費等の減額との相殺が

主な要因であります。明細は備考欄のとおりで、執行率は９４.８％であります。 

 第３款後期高齢者納付金は、支出済額２億８,５４０万６０５円で、今年度新

たにできた款で、執行率は９９.９％です。 

 第４款前期高齢者納付金は、支出済額３８万４,２９３円で、今年度新たにで

きた款です。執行率は９９.５％であります。 

 第５款老人保健拠出金は、支出済額１億２４５万４,３９３円で、前年度と比

較しまして４億３６７万５５４円の減額であります。この要因は、老人保健医療

事業特別会計が実質的に今年度から後期高齢者関係の医療事業へ移行したことに

伴い大幅な減額となったものであります。執行率は９９.９％であります。 

 第６款介護納付金は、支出済額１億１,４７７万８,８５８円で、前年度と比較

して２,４５４万８５５円の減額であります。執行率は９９.９％であります。 

 第７款共同事業拠出金は２億９,６１８万４,４１３円の支出済額で、前年度と

比較しまして２,４７６万８,７８８円の増額であります。この主な要因は、保険
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財政共同安定化事業拠出金等の増額によるものであります。執行率は９９.９％

であります。 

 ２７、２８ページをごらんください。 

 第８款保健事業費は２,９５５万７,５９０円の支出済額で、前年度と比較し

て１,２０３万５,２３３円の増額であります。執行率は７８.８％であります。 

 第９款公債費は不執行であります。 

 第１０款諸支出金の支出済額は２,８９９万８３９円で、前年度と比較し

て２０４万９０７円の減額であります。執行率は９８.５％であります。 

 第１１款、基金積立金の支出済額は１億２,５０１万７,０００円で、国保財政

調整基金へ積み立てております。 

 第１２款予備費は不執行であります。 

 以上、歳出合計は、予算現額３０億８,３４５万４,０００円、支出済額は２９

億２,９５０万６,０７９円で、前年度と比較しまして７,０５１万２,８８９円の

減額、率にして２.３％の減少であります。不用額は１億５,３９４万７,９２１

円、執行率は９５.０％であります。 

 なお、歳入歳出各節５０万円以上の比較増減及び不用額の理由につきまして

は、４５ページから４８ページにかけて掲げてありますのでご参照ください。 

 次に、２９、３０ページをごらんください。 

 この表は、老人保健医療事業特別会計の歳入款別決算額でございます。 

 第１款支払基金交付金は、収入済額１億４,６０２万３,０５４円で、前年度と

比較しまして１４億２,２８５万２,９４６円の減額であります。この要因は、老

人保健医療事業特別会計が実質的に今年度から後期高齢者関係の医療事業へ移行

したことによるものであり、この款以降で減額している要因は同じものとなって

おります。 

 第２款国庫支出金は、収入済額９,７９５万２,２２６円で、前年度と比較し

て９億１,０９０万４,５１８円の減額であります。 

 第３款県支出金は、収入済額２,２９１万２,４２６円で、前年度と比較して２

億２,４５４万１,２６５円の減額であります。 

 第４款以降は記載のとおりでございます。 

 以上、歳入合計は、予算現額３億４６３万３,０００円に対し、調定額と収入

済額は同額の３億２,８５６万２,６４６円で、収入率は１０７.８％、収納率

は１００％でございます。なお、収入済額を前年度と比較しますと２８億２６６
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万３,７５５円の減額で、率にしまして８９.５％の減少であります。 

 次に、３１、３２ページをごらんください。 

 歳出であります。 

 第１款総務費の支出済額は１２１万３,６７６円で、主に一般管理費における

支給審査委託料で、執行率は９２.５％であります。 

 支出済額の８６.６％を占める第２款医療諸費は、支出済額は２億６,１２７

万８,９７８円、前年度と比較して２７億８,６７５万８７５円の減額です。不用

額は２９３万１,０２２円で、前年度と比較して３億７,９６７万７,１２５円の

減額であります。主な要因は、歳入のところで説明させていただきましたように、

当老人保健医療事業特別会計が実質的に今年度から後期高齢者関係の医療事業へ

移行したことによるものであります。執行率は９８.８％であります。 

 第３款諸支出金は３,９１０万８,０１２円の支出済額で、前年度と比較し

て８８１万９,０１２円の増額となっております。主な要因は、前年度の精算と

しての償還金及び還付加算金の減額と一般会計への繰出金の増額との相殺による

ものであります。 

 第４款公債費は不執行であります。 

 以上、歳出合計は、予算現額３億４６３万３,０００円、支出済額は３

億１６０万６６６円で、前年度と比較しまして２７億９,５４７万９,７７７円の

減額となっております。率にして９０.２％の減少です。不用額は３０３

万２,３３４円であります。執行率は９９.０％であります。 

 なお、歳入歳出各節５０万円以上の比較増減及び不用額の理由につきまして

は、４９、５０ページに掲げてありますのでご参照ください。 

 続きまして、３３、３４ページをごらんください。 

 後期高齢者医療事業特別会計でありますが、上段の表は歳入で、下段の表は歳

出となっております。この特別会計は本年度に新設いたしました。 

 歳入の第１款後期高齢者医療保険料の収入済額は１億４,８１８万６,２５６円

です。 

 第２款繰入金の収入済額は３億３,９７２万２,０００円です。 

 第３款国庫支出金については、この歳入の充当事業が繰越明許となったため、

収入済額はございません。 

 第４款諸収入の収入済額は２４万５,２２０円です。 

 以上、歳入合計は、予算現額４億９,７２１万１,０００円に対し、調定額は４
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億９,０３９万１,４８７円、収入済額は４億８,８１５万３,４７６円で、収入率

は９８.１％、収納率は９９.５％でございます。 

 次に、下の表の歳出をごらんください。 

 第１款総務費の支出額は１,８１４万６,８３７円です。翌年度繰越額４７２

万５,０００円は、後期高齢者医療システム回収業務委託に係るものであります。

執行率は７５.６％となっています。 

 第２款広域連合負担金の支出済額は４億６,２４６万６,７７３円です。執行率

は９７.７％となっております。 

 いずれの款も前年度との比較はありません。 

 歳出合計は、予算現額４億９,７２１万１,０００円、支出済額４億８,０６１

万３,６１０円、翌年度繰越額４７２万５,０００円、不用額は１,１８７

万２,３９０円、執行率は９６.６％であります。 

 続きまして、３５、３６ページをごらんください。 

 公共下水道事業特別会計でございます。 

 当特別会計につきましては、収入済額、支出済額いずれも同額の２７６

万５,０７０円であります。 

 歳入の第１款繰入金の収入済額は一般会計からの繰入金、歳出の第１款公債費

の支出済額は市債償還元金及び償還利子で、不用額は９３０円、収入率、執行率

はともに９９.９％となっております。 

 以上、平成２０年度尾鷲市一般会計及び四つの特別会計の歳入歳出決算の概要

についてご説明いたしました。 

 また、監査委員の審査意見書並びに主要施策の成果及び実績報告書を別途添付

してありますので、後ほどご参照ください。 

 なお、内容の詳細につきましては、決算審査特別委員会におきましてご説明い

たしますので、何とぞご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議長（三鬼和昭議員） 病院事務長。 

〔尾鷲総合病院事務長（宮本忠明君）登壇〕 

尾鷲総合病院事務長（宮本忠明君） 引き続きまして、議案第４９号「平成２０年度

尾鷲市病院事業会計決算の認定について」でありますが、お手元に配付の平

成２０年度尾鷲市病院事業会計決算書によりご説明いたします。 

 まず、決算の説明に入ります前に、平成２０年度の病院利用状況についてご説

明いたします。 
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 延べ入院患者数は７万７,１２５人で、うち一般病棟６万３,５５５人、療養病

棟が１万３,５７０人で、前年度と比較しますと２,０６６人減少いたしました。

また、延べ外来患者数におきましても１１万８,５９５人と、前年度と比較いた

しますと８,４００人減少いたしました。 

 診療科別に見ますと、入院で外科が１,５４３人ふえておりますが、整形外科

が３,１５０人減少しております。また、外来で、内科・循環器科が４,１８４人、

整形外科が３,１１４人、眼科が１,４６０人それぞれ減少。一方、皮膚科

が４５４人、泌尿器科が３８６人それぞれ増加しております。 

 病床利用率は、一般病棟の病床数１９９床に対しまして８７.５％、療養病棟

の病床数５６床に対しまして６６.４％で、全体の病床利用率は８２.９％と前年

度に比べ２.４％減少しております。 

 本年度の決算状況は、事業収益４０億６２８万９,２３２円、事業費用４３

億６,７３６万９,５６２円で、当年度の事業結果として３億６,１０８万３３０

円の純損失を計上しております。 

 それでは、平成２０年度尾鷲市病院事業会計決算の主な内容についてご説明い

たします。 

 １ページ、２ページをごらんください。 

 まず、収益的収入及び支出ですが、まず収入では、第１款病院事業収益の予算

額３９億６,４１３万円に対し、決算額４０億１,３８６万３,２３２円

で 、４ ,９ ７３ 万３ ,２ ３２ 円の 増額 とな り、 予算 額に 対す る収 入 率

は１０１.３％となりました。 

 支出では、第１款病院事業費用で、予算額４３億９,４７８万７,０００円に対

し、決算額４３億１,８０４万３,９７２円で、不用額７,６７４万３,０２８円を

生じ、予算額に対する執行率は９８.３％となっております。 

 この報告書の各項の説明につきましては、後ほど損益計算書でご説明いたしま

す。 

 次に、３ページ、４ページをごらんください。 

 資本的収入及び支出についてご説明いたします。 

 まず、収入についてですが、第１款資本的収入の予算額２億９,６６３

万８,０００円に対し、決算額は２億９,６６３万４,０００円で、４,０００円の

減額になり、予算額に対する収入率は１００％となっております。 

 次に、支出は、第１款資本的支出の予算額４億４６０万６,０００円に対し、
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決算額は４億２４０万５,０００円で、不用額２２０万１,０００円を生じ、予算

額に対する執行率は９９.５％となりました。なお、資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額１億５７７万１,０００円につきましては、当年度消費税及

び地方消費税資本的収支調整額２５万７,８６９円及び過年度分損益勘定留保資

金１億５５１万３,１３１円で補てんいたしました。 

 続きまして、５ページ、６ページをごらんください。 

 損益計算書についてご説明いたします。 

 医業収益が３８億４,８８０万５,１６２円、医業費用が４１億３,６５０

万９,１８９円で、医業損失２億８,７７０万４,０２７円を生じました。 

 次に、医業外収益が１億５,６８５万４,５３５円、医業外費用が２

億２,３２７万１,０６２円となり、医業外収支は６,６４１万６,５２７円の損失

が生じました。医業損失にこの額を加えた３億５,４１２万５５４円を経常損失

として計上しております。 

 特別利益は６２万９,５３５円、特別損失は７５８万９,３１１円で、当年度純

損失は３億６,１０８万３３０円となりました。この額に前年度繰越欠損金３１

億１,５６７万４,６１６円を加えた当年度未処理欠損金は３４億７,６７５

万４,９４６円となり、翌年度に繰り越されるものであります。 

 続きまして、７ページの剰余金計算書についてご説明いたします。 

 欠損金の部の１、欠損金につきましては、繰越欠損金、年度末残高に当年度純

損失を加え、当年度未処理欠損金として３４億７,６７５万４,９４６円計上いた

しました。 

 次に、資本剰余金の部でありますが、Ⅰ、国庫補助金は変動ありません。Ⅱ、

受贈財産評価額において、（１）前年度末残高は変動がありませんが、（３）当年

度発生高が５６５万７,１３０円で、当年度末残高は６,４４２万８,３５９円と

なりました。Ⅲ、寄附金につきましては変動ありません。Ⅳ、その他資本剰余金

において、当年度発生高１億６,０９３万４,０００円が増加となっておりますが、

これは一般会計からの繰入金のうち、元金償還金に対する額として１

億５,８８８万９,０００円及び石油連盟からの補助金２０４万５,０００円であ

ります。これらの当年度末残高を合計した額４３億９,７１７万１,２９５円が翌

年度繰越資本剰余金となります。 

 次に、８ページの欠損金処理計算書ですが、これは先ほど損益計算書で説明し

たとおり、当年度未処理欠損金３４億７,６７５万４,９４６円に対し、欠損金処
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理額はなく、同額を翌年度に繰り越しするものであります。 

 続きまして、９ページから１１ページまでの貸借対照表についてご説明いたし

ます。 

 まず資産の部ですが、１、固定資産の（１）有形固定資産で、イからヘまでの

それぞれの資産額から減価償却累計額を差し引いた残高、有形固定資産合計４４

億４,０１７万８,７３３円となりました。（２）無形固定資産は３４７

万９,２００円となっております。（３）投資につきましては１,２２４

万２,６７０円で、これら固定資産合計額は４４億５,５９０万６０３円です。 

 次に、流動資産は、現金、未収金、貯蔵品を合わせて１０億３,１１１

万１,２９５円であります。 

 １０ページをごらんください。 

 １、繰延勘定は、（１）控除対象外消費税５,４６８万８,１０７円で、固定資

産、流動資産、繰延勘定を合わせた資産合計は５５億４,１７０万５円でありま

す。 

 続きまして、負債の部です。 

 ４、固定負債はありません。 

 ５、流動負債についてですが、（１）一時借入金はありませんが、（２）未払金

は２億３,２１５万４４０円であります。内訳は３２ページに掲載しております。

（３）その他流動負債は１,７２４万９,９１０円で、流動負債の合計が２

億４,９４０万３５０円となっております。負債の部の合計は、流動負債合計と

同額の２億４,９４０万３５０円であります。 

 次に、資本の部であります。 

 ６、資本金は、（１）自己資本金は前年度と同額の２億８５万６,０９５円、

（２）借入資本金は４１億７,１０２万７,２１１円で、全額企業債であります。

他会計借入金はなく、借入資本金合計が借入資本金と同額で、資本金合計が４３

億７,１８８万３,３０６円であります。 

 ７、剰余金では、（１）資本剰余金は、国県補助金、受贈財産評価額、寄附金、

その他資本剰余金を合計しまして４３億９,７１７万１,２９５円であります。 

 １１ページをごらんください。 

 （２）欠損金であります。イ、当年度未処理欠損金が３４億７,６７５

万４,９４６円で、欠損金合計が同額の３４億７,６７５万４,９４６円となり、

これを資本剰余金から差し引いた額９億２,０４１万６,３４９円が剰余金合計で
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あります。資本金と剰余金の合計、つまり資本の部の合計額が５２億９,２２９

万９,６５５円、負債の部と合わせた負債資本合計５５億４,１７０万５円となり、

先ほど資産の部で説明した資産合計額と一致しております。 

 なお、１２ページ以降に病院事業会計の附属資料を掲載しておりますので、後

ほどごらんください。また、別紙として尾鷲市監査委員の決算審査意見書を添付

しております。 

 以上、簡単でございますが、平成２０年度尾鷲市病院事業会計の決算説明を終

わらせていただきます。どうかよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

議長（三鬼和昭議員） 水道部長。 

〔水道部長（佐々木進君）登壇〕 

水道部長（佐々木進君） それでは、続きまして、議案第５０号「平成２０年度尾鷲

市水道事業会計決算の認定について」ご説明申し上げます。 

 まず、決算書の説明に入る前に、平成２０年度の水道事業の概況についてご説

明申し上げます。 

 お手元にございます決算書の１１ページをごらんください。 

 平成２０年度の給水戸数は１万１６８戸で、前年度に比べて７９戸の減であり、

普及率は９９.８％でございます。年間総給水量は４８１万８,８１６立法メート

ル、前年度と比較すると給水量で２９万１,１１９立法メートルの増、有収水量

で２５万２,８２１立法メートルの減となっております。 

 建設改良と維持管理につきましては、上水道において日尻野２６・２８号線配

水管布設替工事を始め４件の布設替工事を実施いたしました。また、桂山配水池

では耐震診断を実施いたしました。 

 簡易水道におきましては、古江及び三木里地区の配水管布設替工事、三木里浄

水場における発電機の取りかえ、また、古江ポンプ場では計装盤取りかえを実施

いたしました。 

 次に、経理状況につきましては、収益的収支では、事業収益５億７３９

万４,３８１円に対し、事業費用５億９９４万３,５２２円で、差し引き２５４

万９,１４１円の損失が生じました。 

 以上、概略説明を申し上げ、決算書の説明に入らせていただきます。 

 それでは、決算書の１ページをごらんください。 

 （１）収益的収入及び支出につきましては、収入の第１款水道事業収益、予算
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額５億３,２８１万４,０００円に対し、決算額は５億３,１９７万１８４円で、

予算額より８４万３,８１６円減となりました。 

 第２項営業外収益の決算額でございますが、この決算額から消費税額を差し引

いた額が、５ページの損益計算書の３、営業外収益の額と４３０円の差異があり

ます。これは消費税の納税計算上の差額でありまして、決算報告書には記載され

ておらず、損益計算書では雑収益として計上されております。 

 次に、支出の第１款水道事業費用、予算額５億４,５１８万１,０００円に対し、

決算額は５億２,９７６万７,９１０円で、１,５４１万３,０９０円の不用額を生

じております。 

 続きまして、３ページの（２）資本的収入及び支出につきましては、収入の

第１款資本的収入、予算額４,５２２万５,０００円に対し、決算額は４,１４１

万８,９２４円で、予算額より３８０万６,０７６円の減となりました。 

 次に、支出の第１款資本的支出、予算額は３億５６７万８,０００円に対し、

決算額は２億９,５１２万１,０３０円で、法第２６条の規定による繰越額

が９２９万２,５００円ありますので、不用額は１２６万４,４７０円となります。 

 資本的収支において収入額が支出額に対して不足する額２億５,３７０

万２,１０６円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分

損益勘定留保資金、減債積立金、建設改良積立金で補てんいたしました。 

 次に、５ページの損益計算書をごらんください。 

 １、営業収益４億９,３１６万１,０１８円から、２、営業費用４億２,５３８

万３,７０６円を差し引いた６,７７７万７,３１２円が営業利益で、これに３、

営業外収益１,４２３万３,３６３円を加え、４、営業外費用８,３８７

万３,１６４円を減額しますと、経常損失１８６万２,４８９円となります。この

経常損失から、５、特別損失６８万６,６５２円を減額した２５４万９,１４１円

が当年度純損失で、前年度繰越利益剰余金６,１８０万３,５８５円を加え

た５,９２５万４,４４４円が当年度未処分利益剰余金となります。 

 次に、６ページの剰余金計算書をごらんください。 

 利益剰余金の部では、１、減債積立金は１億８,０２１万１,０００円、２、建

設改良積立金は２,６４３万５,９５６円で、積立金合計は２億６６４

万６,９５６円となっております。３、未処分利益剰余金は、先ほどの損益計算

書で説明しました当年度未処分利益剰余金５,９２５万４,４４４円となります。 

 続いて、資本剰余金の部ですが、１、工事負担金の当年度発生高３６１万円は、
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給水加入金であります。２、国県補助金の当年度処分高４４９万３,９７６円は、

固定資産除去費と補助金返還によるものであります。３、他会計補助金の当年度

発生高２,３３２万８,６７４円は、簡易水道起債償還元金に対する補助金収入で

あります。４、受贈財産評価額の当年度の増減はなく、前年度末残額と同額とな

っております。５、その他資本剰余金の当年度発生高４２９万９,７５０円は、

消火栓設置負担金収入であります。翌年度繰越資本剰余金は１２億３,０５６

万１,６１３円であります。 

 次に、７ページの剰余金処分計算書でありますが、当年度未処分利益剰余

金５,９２５万４,４４４円を翌年度へ同額繰り越ししようとするものでございま

す。 

 次に、貸借対照表の８ページと９ページをごらんください。 

 資産の部、固定資産の（１）有形固定資産合計は６３億３,３８２万２,４４８

円で、これに（２）無形固定資産合計７３万９,７００円と（３）投資合計６

万１,０８０円を加えた固定資産合計は６３億３,４６２万３,２２８円でありま

す。流動資産では、（１）現金預金から（４）その他流動資産までの流動資産合

計は４億７,１１７万１,０１０円で、資産合計は６８億５７９万４,２３８円で

あります。 

 次ページ、負債の部では、固定負債合計額１億４,３０８万３,３２８円、流動

負債合計額６,２２４万６,３７１円で、負債合計は２億５３２万９,６９９円で

あります。 

 資本の部では、資本金、（１）自己資本金１１億８,４７２万１,３２４円、

（２）借入資本金３９億１,９２８万２０２円で、資本金合計は５１億４００

万１,５２６円であります。 

 剰余金では、（１）資本剰余金合計は１２億３,０５６万１,６１３円、（２）利

益剰余金合計は２億６,５９０万１,４００円で、剰余金合計は１４億９,６４６

万３,０１３円となり、これに資本金合計５１億４００万１,５２６円を加えた資

本合計は６６億４６万４,５３９円であり、負債資本合計は６８億５７９

万４,２３８円となり、前ページの資産合計額と同額となります。 

 以上で平成２０年度尾鷲市水道事業会計決算の説明といたします。 

 なお、決算書の１１ページから２７ページまで決算附属資料を添付してござい

ます。ご参照の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（三鬼和昭議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 
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 議事日程に従い、審議は留保といたします。 

 ここで１０分間休憩します。 

〔休憩 午前１１時３７分〕 

〔再開 午前１１時４８分〕 

議長（三鬼和昭議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、日程第１２、報告第２２号「平成２０年度健全化判断比率及び平成２０

年度資金不足比率の報告について」及び日程第１３、報告第２３号「専決処分事

項について（損害賠償の額の決定）」の報告２件を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました報告２件は、朗読を省略し、直ちに説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） それでは、報告案件についてご説明いたします。 

 報告第２２号の「平成２０年度健全化判断比率及び平成２０年度資金不足比率

の報告について」につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律

第３条第１項及び第２２条第１項の規定により報告させていただくものです。 

 詳細につきましては、議案書の１１ページのとおり、実質赤字比率及び連結実

質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率において、いずれも早期健全化基準

を下回っております。また、公営企業においても、各会計とも資金不足が生じて

いないことをご報告させていただきます。 

 次に、報告第２３号「専決処分事項について（損害賠償の額の決定）」につき

ましては、平成２１年８月３日、本市職員がふれあい収集業務のため訪問してい

た新田町内の駐車場にて方向転換しようとしたところ、駐車中であった相手方の

車両と接触し、相手方車両に損害を与えたものであります。このことについて双

方協議の結果、過失割合を本市職員１００％、相手方０％とし、平成２１年８

月１２日に損害賠償額を１２万３,０００円と決定すべく、地方自治法第１８０

条第１項の規定により専決処分を行ったもので、同条第２項の規定により議会へ

の報告とさせていただきます。 

議長（三鬼和昭議員） 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。なお、報告案件であることにご留意の上、ご発言願

います。 

 質疑の通告がありますので許可いたします。 

 １５番、中垣克朗議員。 
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１５番（中垣克朗議員） 報告第２２号「平成２０年度健全化判断比率及び平成２０

年度資金不足比率の報告について」お尋ねします。 

 常に財政危機や破綻の実態を把握するために必要なデータであり、財政悪化の

判断基準を検討することは、住民生活の福祉、医療、教育などの基礎的な公共サ

ービスを提供する財源を確保し、保障するための行政の責務であり課題でありま

す。 

 １９年６月、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が制定され、財政健全

化の指標として新たに連結型の財政指標が導入されて、財政規模が異なる自治体

によって基準値が年度により変動するので、確率や比較の評価に戸惑いますが、

早期健全化基準についての実質赤字比率と連結赤字比率に関して、また尾鷲市の

標準財政規模など、それぞれの項目の計算式を教えてください。 

 実質公債費比率の早期健全化基準は２５％、財政再生基準は３５％、将来負担

比率の早期健全化基準も３５０％に一応策定されているのに、実質赤字比率の早

期健全化基準は、１９年度は１４.７％が２０年度１４.６７％であり、同様に連

結実質赤字比率は、１９年１９.７％が１９.６７％になっていて、基本がなぜ年

度によって変わるのか戸惑います。その理由をまずお示しください。 

議長（三鬼和昭議員） 市長公室長。 

市長公室長（仲明君） まず最初に、実質赤字比率及び連結実質赤字比率の早期健全

化基準の数値が２０年度と１９年度に相違がある理由についてご説明をいたしま

す。 

 実質赤字比率の早期健全化基準は、各自治体の標準財政規模を基礎数値として

使用し、毎年度再計算されるため基準値が変更されます。基礎数値の標準財政規

模は、一般財源ベースでの標準的な財政規模を示すもので、およそ標準税収入額

等プラス普通交付税プラス臨時財政対策債発行可能額であらわされます。これら

の数値は、毎年度の普通交付税の算定で確定されることになります。ちなみ

に２０年度の標準財政規模は５５億５,２０３万円となっております。 

 次に、早期健全化基準の実質赤字比率等の計算式についてご説明をいたします。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第７条第１項早期健全化基準

に実質赤字比率の数値が定められ、その規定は５分の１に地方財政施行令第８条

第２項の規定により算定した額を標準財政規模の額で除して得た数値を加えて得

た数値に２分の１を乗じて得た数値と定められております。 

 なお、地方財政法施行令第８条第２項の規定により算定した額とは、標準財政
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規模の額に１００億円を加えて得た額に３０分の１を乗じて得た額でございます。

その結果、２０年度実質赤字比率の早期健全化基準は１４.６７％となり、連結

実質赤字比率の基準は、この数値に５％を加算した１９.６７％となります。 

 以上です。 

議長（三鬼和昭議員） １５番、中垣議員。 

１５番（中垣克朗議員） 市長報告にもありましたが、再確認いたします。 

 平成２０年度公営企業における資金不足比率は、水道事業会計マイナ

ス８２.９、病院事業会計マイナス２０.３、公共下水道特別会計０.０と表示し

ており、いずれも赤字でない場合は負の値で表示するとあります。さきに地元紙

でも病院や水道会計の赤字決算が報道されています。赤字なのに黒字表現は、資

金不足がないという意味なのか、その整合性が理解しにくいので、わかりやすく

再度ご説明ください。 

議長（三鬼和昭議員） 市長公室長。 

市長公室長（仲明君） 資金不足比率は、公営企業会計ごとにおける資金不足額の事

業の規模に対する比率であります。計算式は、およそ流動負債から流動資産を差

し引き、得た額を営業収益で除して得た数値ということになります。公営企業会

計のいずれも資金不足が生じていないので、資金不足比率は経営健全化基準をク

リアしております。 

 以上です。 

議長（三鬼和昭議員） １５番、中垣議員。 

１５番（中垣克朗議員） ありがとうございました。 

 「夕張になる、夕張になる」と事あるたびに叫び続けて不安をあおり立て、あ

らしのように去っていった人がおります。夕張にはならないし、してはなりませ

ん。執行部の皆さんも賢明であり、議会にもチェック機能があります。今回のこ

れらの報告の数値をごらんになられて、地域経済安定のためにも、どういうご見

解をお持ちか最後に市長にお伺いして私の質疑を終わります。 

議長（三鬼和昭議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 今回報告させていただいた実質赤字比率及び連結実質赤字比率

等の健全化判断比率は、すべて基準を下回っていますが、しかしながら、本市の

財政状況はまだまだ厳しい状況であります。今後もこの健全化判断比率を注視し

ていきながら行財政改革の進行に努めてまいります。 

 また、夕張の二の舞にならないよう、職員一同しっかり頑張りますので、ご協
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力をお願いいたします。 

議長（三鬼和昭議員） 以上で通告による質疑は終わりました。 

 他に質疑はございませんか。 

 ４番、田中勲議員。 

４番（田中勲議員） 通告していませんので申しわけないですけども、今、尾鷲市一

般会計・特別会計歳入歳出決算主要説明書の中で……。 

議長（三鬼和昭議員） 質疑につきましては、今、報告２件について、それ以前のも

のについては審議を留保しておりますので、再開日に質疑願いたいと思います。 

 他に報告案件に対しまして質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（三鬼和昭議員） 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

 ただいまの議題につきましては報告案件でございますので、これをもって終結

いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 以後、お手元の会期日程表のとおり、あす９月１５日から１７日までを休会と

し、１８日金曜日午前１０時より本会議を開きますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

〔散会 午後 ０時００分〕 
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